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【提案項目】

災害の発生時において、災害被害の軽減を図るため、次の措置を講じること。

１ 旗など視覚を利用した伝達手段の強化

海浜利用者等へ津波警報、注意報の迅速・的確な伝達を図るため、旗など視覚に

訴える標識の利用が可能となるよう、気象業務法の関連規定を整備すること。

２ 津波警報の携帯電話機への一斉配信の充実

津波警報の携帯電話機への一斉配信について、携帯電話事業者と連携し、対応す

る携帯電話機の機種を拡充するとともに、伝達内容の充実を図ること。

３ 気象情報等の住民への伝達手段の強化

竜巻やゲリラ豪雨等の局地的な災害に対応できるよう、気象予報の精度の向上を

図るとともに、これらの情報が住民に確実に行き渡るよう、伝達手段を拡充するこ

と。

【提案理由等】
１ 津波警報の住民等への伝達手段としては、市町村の防災行政無線を利用したサイレンや音声

が中心となるが、海岸やサーファー等の海上の人々には、強風やスピーカーからの距離の問題

で聞き取り難いため、旗など視覚に訴える伝達手段が求められる。

しかし、気象業務法に基づく規定では、警報を伝達する標識は、サイレン又は鐘音と定めら

れていることから、旗など視覚に訴える標識の利用が可能となるよう関係法令の整備が必要で

ある。

２ 津波警報の携帯電話機への一斉配信については、既に、携帯電話事業者による第一報の配信

が始まっているが、より多くの人に津波警報を伝達できるよう、対応する携帯電話機の機種を

拡充するとともに、より適切な避難行動を促すため、一斉配信による伝達内容を充実する必要

がある。さらにＪアラートの情報についても携帯電話機への一斉配信を行うべきである。

３ 近年、竜巻やゲリラ豪雨など、局地的に大きな被害をもたらす災害が多発している。特に、

竜巻については、竜巻注意情報を発表して、竜巻への注意喚起を図っているが、被害の軽減

を図るため、さらに気象予報の精度を向上させる必要がある。

また、これらの局地的な災害については、住民、特に外出中の人々が、被害を受ける可能

性が高いことから、携帯電話機等を活用するなど情報伝達手段の拡充を図る必要がある。

（神奈川県担当課：安全防災局災害対策課、危機管理対策課）


